
令和 4年 1月 4日 

（火曜日） 奈 良 市 公 報 第 63号 

－ 1 － 

 

奈良市公報 
第 63 号 

令 和 4 年 1 月 4 日 発 行 

発行所 奈 良 市 役 所 

発行人 奈 良 市 長 

編集人 法務ガバナンス課長 

目        次 

告   示 

月 日 番号 件 名 主 管 

12 1 641 財政状況の公表 財政課 

12 1 642 公営企業の業務状況の公表 財政課 

12 1 643 徴収及び収納事務の委託事項の変更 会計課 

12 1 644 令和３年度後期高齢者医療保険料額決定通知書兼納入通知

書の公示送達 

福祉医療課 

12 1 645 令和４年度奈良市建設工事等入札参加資格審査申請要領 契約課 

12 1 646 令和３年度被表彰者の氏名等 秘書広報課 

12 1 647 差押調書の公示送達 滞納整理課 

12 1 648 令和３年奈良市告示第 233号（新型コロナウイルス感染症

予防接種の実施）の一部改正 

新型コロナウイルス

ワクチン接種推進課 

12 2 649 放置自転車等の保管 環境政策課 

12 2 650 介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定 介護福祉課 

12 3 651 放置自転車等の処分 環境政策課 

12 6 652 放置自転車等の保管 環境政策課 

12 6 653 インフルエンザ予防接種の実施の一部改正 健康増進課 

12 9 654 放置自転車等の保管 環境政策課 

12 9 655 令和３年度国民健康保険料決定通知書の公示送達 国保年金課 

12 10 656 生活保護法の規定による指定医療機関からの事業の廃止の

届出 

保護課 

12 10 657 生活保護法の規定による医療機関の指定 保護課 

12 10 658 認可地縁団体が所有する不動産の登記に係る公告 地域づくり推進課 

12 10 659 生活保護法の規定による指定介護機関からの事業の休止の

届出 

保護課 

12 10 660 生活保護法の規定による指定介護機関からの事業の廃止の

届出 

保護課 

12 10 661 生活保護法の規定による介護扶助機関の指定 保護課 

12 10 662 生活保護法の規定による介護扶助機関の指定 保護課 

12 10 663 住居番号の設定 市民課 



令和 4年 1月 4日 

（火曜日） 奈 良 市 公 報 第 63号 

－ 2 － 

 

12 13 664 放置自転車等の保管 環境政策課 

12 13 665 奈良農業振興地域整備計画の変更案の公衆縦覧 農政課 

12 13 666 奈良市公報号外第 26号に掲載 子ども育成課 

12 14 667 放置自転車等の保管 環境政策課 

12 14 668 農用地利用集積計画の決定 農政課 

12 15 669 奈良市公報号外第 26号に掲載 地域教育課 

公 営 企 業 

月 日 番号 件 名 主 管 

12 1 53 公共下水道の供用及び下水の処理の開始 下水道事業課 

12 1 54 農業集落排水の供用及び汚水の処理の開始 下水道事業課 

12 1 55 令和４年度奈良市企業局建設工事等入札参加資格審査申請

要領 

経営企画課 

12 1 56 下水道事業受益者負担金の賦課対象区域 下水道事業課 

12 3 57 収納事務の委託事項の変更 経営企画課 

12 9 58 奈良市公報号外第 26号に掲載 下水道事業課 

12 9 59 奈良市公報号外第 26号に掲載 企業出納課 

選 挙 管 理 委 員 会 

月 日 番号 件 名 
 

12 1 69 選挙人名簿からの抹消 

12 1 70 選挙権を有する者の総数の 50分の１の数等 
 



令和 4年 1月 4日 

（火曜日） 奈 良 市 公 報 第 63号 

－ 3 － 

告   示 

奈良市告示第 641号 

 奈良市財政状況の公表に関する条例（昭和 61年奈良市条例第 2号）の規定により、令和3年9月30日現在の本市

の財政状況及び令和 2年度の決算の状況を次のとおり公表する。 

 令和 3年12月1日 

  奈良市長 仲 川 元 庸  
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（令和 3年12月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 642号 

 地方公営企業法（昭和 27年法律第 292号）第40条の2第1項の規定により、令和 3年4月 1日から令和3年9月

30日までの間における奈良市公営企業の業務状況を次のとおり公表する。 

 令和 3年12月1日 

 奈良市長 仲 川 元 庸  



令和 4年 1月 4日 

（火曜日） 奈 良 市 公 報 第 63号 

－ 12 － 

 



令和 4年 1月 4日 

（火曜日） 奈 良 市 公 報 第 63号 

－ 13 － 



令和 4年 1月 4日 

（火曜日） 奈 良 市 公 報 第 63号 

－ 14 － 

 



令和 4年 1月 4日 

（火曜日） 奈 良 市 公 報 第 63号 

－ 15 － 



令和 4年 1月 4日 

（火曜日） 奈 良 市 公 報 第 63号 

－ 16 － 

 



令和 4年 1月 4日 

（火曜日） 奈 良 市 公 報 第 63号 

－ 17 － 



令和 4年 1月 4日 

（火曜日） 奈 良 市 公 報 第 63号 

－ 18 － 



令和 4年 1月 4日 

（火曜日） 奈 良 市 公 報 第 63号 

－ 19 － 

 



令和 4年 1月 4日 

（火曜日） 奈 良 市 公 報 第 63号 

－ 20 － 



令和 4年 1月 4日 

（火曜日） 奈 良 市 公 報 第 63号 

－ 21 － 



令和 4年 1月 4日 

（火曜日） 奈 良 市 公 報 第 63号 

－ 22 － 

 



令和 4年 1月 4日 

（火曜日） 奈 良 市 公 報 第 63号 

－ 23 － 

（令和 3年12月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 643号 

 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第158条第1項、同令第158条の2第1項、国民健康保険法（昭和 33

年法律第 192号）第 80条の 2、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号）第 114条、介護保険法

（平成 9年法律第123号）第144条の2、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第56条第 3項及び子ども・子育て

支援法（平成24年法律第65号）附則第 6条第5項の規定により委託した、徴収及び収納の事務の委託者が、次に掲

げるコンビニエンスストアとの提携を終了したので告示する。 

 令和 3年12月1日 

 奈良市長 仲 川 元 庸  

委託した徴収及び収納事務 
市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料(普通徴収分)、

後期高齢者医療保険料(普通徴収分)、介護保険料(普通徴収分)及び保育料 

委託者 
東京都文京区本郷三丁目 33-5  

三菱UFJニコス株式会社 代表取締役社長 石塚 啓 

委託者が提携を終了したコ

ンビニエンスストアの名称

及びその年月日 

株式会社スリーエフ 平成30年1月 30日 

株式会社セーブオン 平成30年8月 31日 

国分グローサーズチェーン株式会社 令和3年12月 1日 

（令和 3年12月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 644号 

 令和 3年度後期高齢者医療保険料額決定通知書兼納入通知書を送付しましたが、その送達を受けるべき者の住所等

が不明のため送達できないので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第80号）第 112条において準用

する地方税法（昭和 25年法律第 226号）第20条の2の規定により、別紙のとおり公示送達します。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、福祉部福祉医療課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば

いつでも交付します。 

 令和 3年12月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

別紙省略 

（令和 3年12月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 645号 

令和 4年度奈良市建設工事等入札参加資格審査申請要領を次のように定める。 

 令和 3年12月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸   

令和4年度奈良市建設工事等入札参加資格審査申請要領 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第 16号）第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により､令和 4・

5年度（令和 4年度）において、奈良市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等の入札（見積り）に参加

する者に必要な資格及び申請方法等を定めたので､入札（見積り）に参加しようとされる方は、以下の要領により入

札参加資格審査申請書を提出してください。 

 市内業者（市内に建設業法（昭和 24年法律第 100号）等に基づく本店を有する者）及び準市内業者（市内に建設

業法等に基づく支店等を有する者）については、今回は基準年受付となり、令和 4・5年度の 2年間の有効期間とな

ります。なお、市外業者（市内に建設業法等に基づく本店及び支店等を有しない者）については、追加年受付となり、

令和 4年度のみの有効期間となります。対象は、新規に申請される方及び令和 3年 1月に申請されなかった方です。 

1 入札参加者の資格 

(1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。 

(2) 奈良市の市・県民税（法人においては法人市民税）及び奈良市の固定資産税に係る滞納がないこと。市外業者

においては所得税（法人においては法人税）及び奈良市の固定資産税に係る滞納がないこと。 
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(3) 奈良市の国民健康保険料の滞納がないこと。 

(4) 奈良市の水道料金及び下水道使用料の未納がないこと。 

(5) 「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入有無欄にお

いて、「有」又は「除外」と表示されている者 

(6) 直近 2年分の財務諸表において、次の全てに該当する者でないこと。（市内に建設業法に基づく本店を有する

者） 

ア 貸借対照表の流動資産合計から流動負債合計を差し引いた額がマイナスである者 

イ 貸借対照表の純資産合計がマイナスである者 

ウ 損益計算書の営業利益がマイナスである者 

エ 損益計算書の経常利益がマイナスである者 

(7) 次のいずれにも該当しない者 

ア 役員等（法人にあっては役員、支配人及び支店又は営業所（常時建設工事等の契約に関する業務を行う事務

所をいう。以下同じ。）の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下

同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号。以下「法」と

いう。）第2条第6号に規定する暴力団員という。以下同じ。）である者 

 イ 暴力団（法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与してい

る者 

 ウ 役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的で、

暴力団又は暴力団員を利用している者 

 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴

力団の維持及び運営に協力し、又は関与している者 

 オ ウ及びエに掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

者 

2 受付期間 令和4年1月4日（火）から令和 4年1月28日（金）まで 

3 申請方法 郵送での申請をしてください。郵送受付は令和 4年 1月 28日（金）までの消印有効とします。後日､

入札参加資格審査申請書受付票（受付時）及び入札参加資格審査結果通知書（令和 4年 3月予定）を郵送しますの

で、84円切手を貼り付けた返信用封筒に住所・業者名・担当者名を明記のうえ、2通同封してください。（2通それ

ぞれに切手が必要です。） 

※ 同受付票及び通知書（原本）は申請業者へ郵送します。行政書士等による代理申請において、代理人の方にも 

同受付票及び同通知書（写し）の郵送を必要とする場合は、郵送先住所、氏名等を明記した返信用封筒をさらに 

2通同封してください。（切手が必要です。） 

4 郵送先 〒630-8580 

奈良市二条大路南一丁目 1番1号 

      奈良市役所 総務部 契約課 契約係 

5 登録有効期間 

 (1) 市内業者・準市内業者 2年間（令和4・5年度） 

(2) 市外業者       1年間（令和4年度） 

6 有資格者の決定 

 資格審査の結果､その内容が適正であると認めたものを有資格者と決定します。 

7 その他留意事項 

(1) 申請書の添付書類が不足している場合及び記載内容が確認できない場合には入札参加資格を保留します。十分

精査のうえ、期日までに提出してください。 

(2) 提出書類の内容と事実が相違していることが後日判明したときは、事実確認を行ったうえ、入札参加資格を取

り消す場合があります。 

(3) 各証明書（写し）は、申請日以前 3か月以内のものを提出してください。 

(4) 関係書類提出後において､該当書類に変更が生じた場合は、その都度、総務部契約課に変更届を提出してくだ

さい。 

(5) 提出書類は、紐とじ又はファイルとじにして提出してください。（項目ごとにインデックスを貼付・番号を記
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載） 

(6) 提出いただいた入札参加資格審査申請書内容は、奈良市情報公開条例に基づく非開示部分を除き公開します。 

(7) 提出書類以外にも、必要に応じて審査に必要な書類を提出していただく場合があります。 

8 提出書類 

 次の各業者区分に応じ､必要な書類を提出してください。 

(1) 建設業者 

建設業法第 3 条第 1 項の規定する建設業者で､かつ、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（令和 2

年9月1日から令和3年8月 31日までの間に審査基準日を有するもの）を受けている者 

＜市内業者＞（市内に建設業法に基づく本店を有する者）（各証明書は、申請日以前 3 か月以内のものを提出してく

ださい。） 

① 入札参加資格審査申請書（第 1号様式） 

＊経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を受審した 9業種（土木一式、建築一式、電気、管、舗装、

塗装、防水、造園及び解体）については、最大3業種までの申請となります。 

② 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写し）（令和 2年9月1日から令和3年 8月31日までの間に

審査基準日を有するもの） 

③ 従業員名簿（第5号様式） 

④ 経営規模等評価申請書類のうち、技術職員名簿（写し） 

⑤ 経営規模等評価申請書類のうち、工事経歴書（2年分）（写し） 

⑥ 建設業許可申請書のうち、様式第七号［経営業務の管理責任者証明書］（写し） 

⑦ 建設業許可申請書のうち、別紙四、様式第八号、様式第八号（1）又は（2）［専任技術者一覧表・専任技術者

証明書］（写し） 

⑧ 建設業許可通知書（写し）、建設業許可証明書（写し）又は建設業者・宅建業者等企業情報検索システムの詳

細情報ページ 

⑨ 商業登記履歴事項全部証明書（写し）（法人のみ） 

⑩ 財務諸表（直近2年分）（写し） 

 ・個人 貸借対照表、損益計算書（経営状況分析の申請時に提出した、建設業法施行規則様式第 18～19号） 

 ・法人 貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書（経営状況分析の申請時に提出

した、建設業法施行規則様式第 15～17号） 

⑪ 納税証明書（写し） 

 ・個人 令和2・3年度分の市・県民税及び令和 2・3年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ） 

 ・法人 令和 2・3年度分の法人市民税（ただし、入札参加資格審査申請時において令和 3年度分が確定してい

ない場合は､令和元・2年度分）及び令和2・3年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ） 

⑫ 国民健康保険料納付証明書（写し）（個人業者のみで令和 2・3年度分） 

⑬ 水道料金・下水道使用料納付証明書（写し）（奈良市企業局での証明で該当者のみ令和 2年 4月～令和 3年 8

月分） 

⑭ 障害者雇用状況報告書（写し）（法律により提出が義務付けられているとき） 

⑮ 労働保険料納付済証明書（雇用・労災）（写し）（労働局・労働保険事務組合等で証明されたもの。申告書・領

収書等は不可） 

⑯ 調査票及び登録があるISO等の登録証等の写し 

⑰ 誓約書 

⑱ 入札参加資格審査申請書受付票（紐とじ又はファイルとじをしないで添付してください。インデックスも不要

です。） 

※ 官公需適格組合（事業協同組合の場合）については、上記のほか、官公需適格組合の証明を受けていることを

明らかにする書面、組合員名簿（組合員の商号又は名称、住所、電話番号及び組合における役職名が記載されて

いるもの）及び審査対象とする組合員の②に掲げる書面を提出してください。 

＜準市内業者＞（市内に建設業法に基づく支店等を有する者）（各証明書は、申請日以前 3 か月以内のものを提出し

てください。） 
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① 入札参加資格審査申請書（第 2号様式） 

② 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写し）（令和 2年9月1日から令和3年 8月31日までの間に 

審査基準日を有するもの） 

③ 経営規模等評価申請書類のうち、技術職員名簿（写し） 

④ 経営規模等評価申請書類のうち、工事経歴書（2年分）（写し） 

⑤ 営業所一覧表（許可官庁に提出した書類の写し又は任意様式） 

⑥ 建設業許可通知書（写し）、建設業許可証明書（写し）又は建設業者・宅建業者等企業情報検索システムの詳

細情報ページ 

⑦ 建設業許可申請書の別紙二（1）又は二（2）（写し）［営業所の許可業種や営業所情報がわかる部分］ 

⑧ 委任状（原本）（営業所等に権限を委任する場合に限る。） 

⑨ 商業登記履歴事項全部証明書（写し）（法人のみ） 

⑩ 納税証明書（写し） 

・個人 令和2・3年度分の市・県民税及び令和 2・3年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ） 

・法人 令和 2・3 年度分の法人市民税（ただし、入札参加資格審査申請時において令和 3 年度分が確定してい

ない場合は､令和元・2年度分）及び令和2・3年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ） 

⑪ 水道料金・下水道使用料納付証明書（写し）（奈良市企業局での証明で該当者のみ令和 2年 4月～令和 3年 8

月分） 

⑫ 障害者雇用状況報告書（写し）（法律により提出が義務付けられているとき） 

⑬ 労働保険料納付済証明書（雇用・労災）（写し）（労働局・労働保険事務組合等で証明されたもの。申告書・領

収書等は不可） 

⑭ 調査票及び登録があるISO等の登録証等の写し 

⑮ 誓約書 

⑯ 入札参加資格審査申請書受付票（紐とじ又はファイルとじをしないで添付してください。インデックスも不要

です。） 

＜市外業者＞（市内に建設業法に基づく本店及び支店等を有しない者）（各証明書は、申請日以前 3 か月以内のもの

を提出してください。） 

① 入札参加資格審査申請書（第 2号様式） 

② 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写し）（令和 2年9月1日から令和3年 8月31日までの間に

審査基準日を有するもの） 

③ 経営規模等評価申請書類のうち、技術職員名簿（写し） 

④ 経営規模等評価申請書類のうち、工事経歴書（2年分）（写し） 

⑤ 営業所一覧表（許可官庁に提出した書類の写し又は任意様式） 

⑥ 建設業許可通知書（写し）、建設業許可証明書（写し）又は建設業者・宅建業者等企業情報検索システムの詳

細情報ページ 

⑦ 建設業許可申請書の別紙二（1）又は二（2）（写し）［営業所の許可業種や営業所情報がわかる部分］ 

⑧ 委任状（原本）（支店等に権限を委任する場合に限る。） 

⑨ 商業登記履歴事項全部証明書（写し）（法人のみ） 

⑩ 所得税（法人においては法人税）及び固定資産税に係る納税証明書（写し） 

・ 個人 （その3）又は（その 3の2）様式及び令和2・3年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合の 

み） 

・ 法人 （その3）又は（その 3の3）様式及び令和2・3年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合の 

み） 

⑪ 障害者雇用状況報告書（写し）（法律により提出が義務付けられているとき） 

⑫ 労働保険料納付済証明書（雇用・労災）（写し）（労働局・労働保険事務組合等で証明されたもの。申告書・領

収書等は不可。） 

⑬ 調査票及び登録があるISO等の登録証等の写し 

⑭ 誓約書 
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⑮ 入札参加資格審査申請書受付票（紐とじ又はファイルとじをしないで添付してください。インデックスも不要

です。） 

※ 税務署での納税証明申請手続については、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/)で確認してくださ

い。 

(2)  測量・建設コンサルタント等 

1 建設コンサルタント業者（建設コンサルタント登録規程による登録業者） 

2 測量業者（測量法（昭和24年法律第188号）による登録業者） 

3 建築設計業者（建築士法（昭和 25年法律第202号）による登録業者） 

4 地質調査業者（地質調査業者登録規程による登録業者） 

5 補償コンサルタント業者（補償コンサルタント登録規程による登録業者） 

6 その他（1～5以外で調査業務等について営業する者） 

＜市内業者・準市内業者・市外業者共通＞（各証明書は、申請日以前 3か月以内のものを提出してください。） 

① 入札参加資格審査申請書（第 3号様式の1・第3号様式の 2） 

② 業態調書（業態調書に記載のない業務については、余白に記入してください。） 

③ 技術職員名簿（許可官庁に提出した書類の写し又は任意様式） 

④ 営業に関し、法律上必要とする登録の証明書（写し） 

⑤ 業務実績調書（過去2年分）（任意様式） 

⑥ 現況報告書（建設コンサルタント業者、地質調査業者及び補償コンサルタント業者に限る。） 

⑦ 財務諸表（直近 1年分）（写し）※⑥の現況報告書に以下の内容が含まれている場合には提出の必要はありま

せん。 

・個人 青色申告の場合：所得税確定申告書の写し、青色申告決算書（貸借対照表、損益計算書）の写し 

    白色申告の場合：所得税確定申告書の写し、収支内訳書の写し 

    （所得税確定申告書の写しは、個人番号（マイナンバー）の記載がないもの） 

・法人  貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の写し 

⑧ 営業所一覧表（許可官庁に提出した書類の写し又は任意様式） 

⑨ 委任状（原本）（支店等に権限を委任する場合に限る。） 

⑩ 商業登記履歴事項全部証明書（写し）（法人のみ） 

⑪ 納税証明書（写し） 

・市内業者及び準市内業者 

個人 令和 2・3 年度分の市・県民税及び令和 2・3 年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合の

み） 

法人 令和 2・3年度分の法人市民税（ただし、入札参加資格審査申請時において令和 3年度分が確定して

いない場合は､令和元・2年度分）及び令和2・3年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合の

み） 

・市外業者 

所得税（法人においては法人税）及び固定資産税に係る納税証明書（写し） 

個人 （その3）又は（その 3の2）様式及び令和2・3年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合

のみ） 

法人 （その3）又は（その 3の3）様式及び令和2・3年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合

のみ） 

⑫ 国民健康保険料納付証明書（写し）（市内個人業者のみで令和 2・3年度分） 

⑬ 水道料金・下水道使用料納付証明書（写し）（奈良市企業局での証明で該当者のみ令和 2年 4月～令和 3年 8

月分） 

⑭ 障害者雇用状況報告書（写し）（法律により提出が義務付けられているとき） 

⑮ 労働保険料納付済証明書（雇用・労災）（写し）（労働局・労働保険事務組合等で証明されたもの。申告書・領

収書等は不可） 

⑯ 調査票及び登録があるISO等の登録証等の写し 

⑰ 誓約書 
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⑱ 入札参加資格審査申請書受付票（紐とじ又はファイルとじをしないで添付してください。インデックスも不要

です。） 

※ 税務署での納税証明申請手続については、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/)で確認してくださ 

い。 

(3) 建設工事関係の物品供給業者（各証明書は、申請日以前 3か月以内のものを提出してください。） 

① 入札参加資格審査申請書（第 4号様式） 

② 取扱品目一覧表（任意様式） 

③ 年間平均取扱高・製造高（販売・納入先等実績）、経営規模（自己資本金、職員数、営業年数）等を示す書類

（任意様式） 

④ 商業登記履歴事項全部証明書（写し）（法人のみ） 

⑤ 納税証明書（写し） 

・市内業者及び準市内業者 

個人 令和 2・3 年度分の市・県民税及び令和 2・3 年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合の

み） 

法人 令和 2・3年度分の法人市民税（ただし、入札参加資格審査申請時において令和 3年度分が確定して

いない場合は､令和元・2年度分）及び令和2・3年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合の

み） 

・市外業者 

所得税（法人においては法人税）及び固定資産税に係る納税証明書（写し） 

個人 （その3）又は（その 3の2）様式及び令和2・3年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合

のみ） 

法人 （その3）又は（その 3の3）様式及び令和2・3年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合

のみ） 

⑥ 国民健康保険納付証明書（写し）（市内個人業者のみで令和 2・3年度分） 

⑦ 水道料金・下水道使用料納付証明書（写し）（奈良市企業局での証明で該当者のみ令和 2年 4月～令和 3年 8

月分） 

⑧ 障害者雇用状況報告書（写し）（法律により提出が義務付けられているとき） 

⑨ 労働保険料納付済証明書（雇用・労災）（写し）（労働局・労働保険事務組合等で証明されたもの。申告書・領

収書等は不可。） 

⑩ 調査票及び登録があるISO等の登録証等の写し 

⑪ 誓約書 

⑫ 入札参加資格審査申請書受付票（紐とじ又はファイルとじをしないで添付してください。インデックスも不要

です。） 

※ 税務署での納税証明申請手続については、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/)で確認してくださ

い。 

（令和 3年12月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 646号 

 奈良市表彰条例（昭和 33年奈良市条例第 1号）第7条の規定に基づき令和 3年度被表彰者の氏名等を次のとおり

公示します。 

令和 3年12月1日 

 奈良市長 仲 川 元 庸  
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（令和 3年12月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 647号 

 国税徴収法（昭和 34年法律第147号）第54条の規定に基づく差押調書（謄本）については、その送達を受けるべ

き者の住所等が不明のため送達することができないので、地方税法（昭和 25年法律第226号）第 20条の2第1項の

規定により、次のとおり公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、総務部滞納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば

いつでも交付する。 

 令和 3年12月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 送達をすべき文書 

 差押調書（謄本） 

2 送達を受けるべき者 

 省略 

（令和 3年12月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 648号 

令和 3年奈良市告示第233号（新型コロナウイルス感染症予防接種の実施）の一部を次のように改正し、令和 3年

12月1日から適用する｡  

令和 3年12月1日  

奈良市長 仲 川 元 庸 

1 予防接種の種類､ ワクチンの種類、予防接種の対象者の範囲並びに予防接種を行う期間及び場所の表を次の

ように改める。 

予防接種 

の種類  

ワクチン 

の種類  
予防接種の対象者の範囲  

予防接種を 

行う期間  

予防接種を 

行う場所  

新型コロナ

ウイルス感

染症  

コミナティ

筋注 

初回接種（予防接種実施規則（昭

和 33年厚生省令第 27 号）附則

第7条第1項の初回接種をいう。

以下同じ。） 

12 歳以上

の者 

令和3年4月12

日から令和4年

9月30日まで 

厚生労働省ホ

ームページ

「コロナワク

チンナビ」に

掲載されてい

る本市内の接

種会場 

追加接種（予防接種実施規則附

則第 8条第 1項の追加接種をい

う。以下同じ。） 

18 歳以上

の者 

COVID−19 ワ

クチンモデ

ルナ筋注 

初回接種 12 歳以上

の者 

令和3年6月14

日から令和4年

9月30日まで 

4 接種回数と料金中「接種回数は 2回」を「接種回数は、初回接種にあっては 2回、追加接種にあっては 1回」 

に改める。 

（令和 3年12月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 649号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第1項の規定により告示する。 

 令和 3年12月2日 

  奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 3年12月2日 
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3 移動対象区域 

 近鉄新大宮駅周辺、ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 

       原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から 14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 3年12月2日掲示済） 

 

奈良市告示第 650号 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 41条第 1項の規定により、指定居宅サービス事業者を指定したので、同

法第78条第1号の規定により公示する。 

令和 3年12月2日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和3年12月1日 

事業所番号 
サービスの

種類 

事業者 事業所 

名称 住所 名称 住所 

2970108805 訪問介護 株式会社大夢 
奈良県奈良市佐保台

三丁目902番地の217 
ばくのゆめ 

奈良県奈良市法華

寺町82-2 

（令和 3年12月2日掲示済） 

 

奈良市告示第 651号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第 10条第 3項の規定により利用者又は

所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、奈良市自転車等の安全利用に関する条例施行規則（昭

和59年奈良市規則第35号）第5条の規定により告示する。 

 令和 3年12月3日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 処分の根拠 

移動日から 60日経過したにもかかわらず、引取りがないため。 

2 処分対象自転車等の保管場所 

奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

3 処分年月日 

令和 3年12月3日 

4 処分対象自転車等の移動年月日 

令和 3年5月7日、同月11日、同月 20日及び同月27日 

（令和 3年12月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 652号 
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 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第1項の規定により告示する。 

 令和 3年12月6日 

 奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 3年12月6日 

3 移動対象区域 

 近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 

       原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から 14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 3年12月6日掲示済） 

 

奈良市告示第 653号 

 令和 3年奈良市告示第520号（高齢者インフルエンザ予防接種実施）の一部を次のように改正する。 

令和 3年12月6日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

第1項中「令和3年12月31日まで」を「令和 4年1月31日まで」に改める。 

（令和 3年12月6日掲示済） 

 

奈良市告示第 654号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第1項の規定により告示する。 

 令和 3年12月9日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 3年12月9日 

3 移動対象区域 

 近鉄新大宮駅周辺、ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 
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 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 

       原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から 14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 3年12月9日掲示済） 

 

奈良市告示第 655号 

 令和3年度国民健康保険料決定通知書を郵送しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明のため送達する

ことができないので奈良市国民健康保険条例（昭和 34年奈良市条例第 13号）第22条において準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の 2の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、奈良市福祉部国保年金課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申し出

があればいつでも交付します。 

令和 3年12月9日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 この通知書の発送年月日 令和3年6月15日 

2 この公示送達により変更

する納期 

変 

更 

前 

第1期分  令和3年6月30日 

第2期分  令和3年8月2日 

第3期分  令和3年8月31日 

第4期分  令和3年9月30日 

第5期分  令和3年11月1日 

第6期分  令和3年11月30日 

第7期分  令和3年12月28日 

第8期分  令和4年1月31日 

第9期分  令和4年2月28日 

第10期分 令和4年3月31日 

変 

更 

後 

第1期分  令和3年12月28日 

第2期分  令和3年12月28日 

第3期分  令和3年12月28日 

第4期分  令和3年12月28日 

第5期分  令和3年12月28日 

第6期分  令和3年12月28日 

第7期分  令和3年12月28日 

第8期分  令和4年1月31日 

第9期分  令和4年2月28日 

第10期分 令和4年3月31日 

3 送達を受けるべき者 別紙公示送達名簿に記載 

別紙省略 

（令和 3年12月9日掲示済） 

 

奈良市告示第 656号 

 生活保護法（昭和 25年法律第144号）第50条の2の規定により指定医療機関から事業を廃止した旨の届出があっ

たので、同法第 55条の3の規定により次のとおり告示する。 

 令和 3年12月10日 

  奈良市長 仲 川 元 庸  

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日 

アップルデンタルクリニック 奈良県奈良市学園北一丁目9-1 パラディ南館5Ｆ 令和 3年10月10日 

（令和3年12月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 657号 



令和 4年 1月 4日 

（火曜日） 奈 良 市 公 報 第 63号 
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 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第 49条の規定により医療機関を指定したので、同法第 55条の 3の規定に

より告示する。 

 令和 3年12月10日 

  奈良市長 仲 川 元 庸  

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日 

アップルデンタルクリニック 奈良県奈良市学園北一丁目9-1 パラディ南館5Ｆ 令和 3年10月11日 

お茶の間薬局 奈良県奈良市南城戸町4番地1 令和3年12月1日 

（令和3年12月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 658号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 38第 1項の規定に基づく、認可地縁団体が所有する不動産

の所有権の保存又は移転の登記に係る公告申請書が提出されたので、同条第 2項の規定により、次のとおり公告

します。 

 このことに異議のある登記関係者等は、公告期間内に申し出てください。 

 令和 3年12月10日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所 

 名称：高天市東自治会 

区域：奈良市高天市町1番地の 1から28番地の2及び49番地から 65番地の2まで 

主たる事務所の所在地：奈良市高天市町 22番地の 2 

2 申請不動産に関する事項 

別紙のとおり 

3 公告期間 告示日から 3ヶ月間 

令和 3年 12月 10日から令和 4年 3月 9日まで 

4 異議を述べることができる者の範囲 

異議を述べることができる登記関係者等は、上記不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若

しくはこれらの相続人又は不動産の所有権を有することを疎明する者 

5 異議を述べる方法 

奈良市長に対し、地方自治法施行規則（昭和 22年内務省令第 29号）第 22条の 3第 3項に規定する申出

書の様式に必要事項を記載し、登記関係者等であること及び申出書に記載された氏名及び住所を確認でき

る書類等を添えて提出してください。 

6 異議申出書の提出先 

〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目 1番 1号 

奈良市 市民部 地域づくり推進課 

別紙省略 

（令和3年12月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 659号 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第 54条の 2第 4項の規定において準用する同法第 50条の 2の規定により

指定介護機関から事業を休止した旨の届出があったので、同法第 55条の3の規定により告示する。 

 令和 3年12月10日 

 奈良市長 仲 川 元 庸  

指定介護機関 

休止した施設又は 

休止した事業の種類 
休止年月日 

名称 所在地 

開設者 

名称 主たる事務所の所在地 

ウェルライフ希 奈良県奈良市大和田町1166番地 
居宅 短期入所生活介護 

介護予防 短期入所生活介護 

令和3年 

12月1日 
ウェルコンサル株式

会社 

奈良県奈良市三条大路五丁目 2

番61号 
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（令和3年12月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 660号 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第 54条の 2第 4項の規定において準用する同法第 50条の 2の規定により

指定介護機関から事業を廃止した旨の届出があったので、同法第 55条の3の規定により告示する。 

 令和 3年12月10日 

 奈良市長 仲 川 元 庸  

指定介護機関 

廃止した施設又は 

廃止した事業の種類 
廃止年月日 

名称 所在地 

開設者 

名称 主たる事務所の所在地 

ばくのゆめ 奈良県奈良市法華寺町 82-2 
居宅 訪問介護 

訪問型サービス（独自） 

令和3年 

11月30日 なら山産業株式会社 
奈良県奈良市佐保台三丁目 902

番地の 217 

（令和3年12月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 661号 

 生活保護法（昭和 25年法律第144号）第54条の2第1項の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次

のとおり指定したので、同法第 55条の3の規定により告示する。 

 令和 3年12月10日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

指定介護機関 

施設又は実施する事業の種類 指定年月日 
名称 所在地 

開設者 

名称 主たる事務所の所在地 

ばくのゆめ 奈良県奈良市法華寺町 82-2 
居宅 訪問介護 

訪問型サービス（独自） 

令和3年 

12月1日 株式会社大夢 
奈良県奈良市佐保台三丁目 902

番地の 217 

（令和3年12月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 662号 

 生活保護法（昭和 25年法律第144号）第54条の2第1項の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次

のとおり指定したので、同法第 55条の3の規定により告示する。 

 令和 3年12月10日 

 奈良市長 仲 川 元 庸  

指定介護機関 

施設又は実施する事業の種類 指定年月日 
名称 所在地 

開設者 

名称 主たる事務所の所在地 

せいかクリニック 
奈良県奈良市藤ノ木台三丁目 2-

12 
居宅 通所リハビリテーション 

介護予防 通所リハビリテーショ

ン 

令和3年 

11月1日 
中村 聖香 

奈良県奈良市藤ノ木台三丁目 2-

12 

（令和3年12月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 663号 

 奈良市住居表示に関する条例（昭和 42年奈良市条例第21号）第 3条の規定により、次のとおり、住居番号を設定
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したので、同条第 4項の規定により告示する。 

 令和 3年12月10日 

 奈良市長 仲 川 元 庸  

住居番号をつけた建造物の表示 

七条一丁目 37番3号 三条添川町1番40-室番号 大安寺二丁目 11番9-3号 

帝塚山南一丁目 8番29号 学園南一丁目3番11-1号 大安寺二丁目 11番9-4号 

富雄泉ヶ丘 8番17号 北登美ヶ丘二丁目14番9号 大安寺二丁目 11番9-5号 

三条宮前町 2番8-室番号 登美ヶ丘二丁目2番9号 宝来四丁目14番9号 

宝来四丁目 8番1号 西登美ヶ丘八丁目10番20号 宝来四丁目14番10号 

あやめ池北三丁目 15番63号 富雄川西一丁目18番12号 四条大路一丁目 3番23号 

百楽園三丁目 6番8-1号 東登美ヶ丘二丁目14番10号 東登美ヶ丘四丁目 17番3号 

疋田町二丁目 3番17号 恋の窪一丁目4番21号 秋篠三和町一丁目 11番1号 

帝塚山南二丁目 12番9号 疋田町二丁目6番11-2号 三松三丁目12番13号 

藤ノ木台三丁目 25番8号 富雄川西一丁目20番21-1号 西登美ヶ丘八丁目 9番16号 

学園緑ヶ丘二丁目 7番16号 富雄川西一丁目20番21-2号 北登美ヶ丘二丁目 14番16号 

大安寺七丁目 29番16号 芝 町三丁目6番35-2号 二条町二丁目 5番8-1号 

西大寺国見町二丁目 2番11号 東登美ヶ丘五丁目19番17号 中登美ヶ丘六丁目 20番59号 

三条桧町 1番56号 六条一丁目3番3-3号  

大安寺七丁目 10番8号 富雄北三丁目1番31号  

富雄北三丁目 6番7号 藤ノ木台三丁目9番23号  

富雄北二丁目 7番32号 平松二丁目24番3-2号  

東登美ヶ丘二丁目 15番4号 帝塚山二丁目9番4-1号  

恋の窪一丁目8番10-2号 帝塚山二丁目9番4-2号  

（令和3年12月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 664号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第1項の規定により告示する。 

 令和 3年12月13日 

 奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 3年12月13日 

3 移動対象区域 

 近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 
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       原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から 14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和3年12月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 665号 

 奈良農業振興地域整備計画を変更するため、農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44年法律第 58号）第 13条

第4項において準用する同法第11条第1項の規定により公告し、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。 

当該農業振興地域整備計画の案について意見がある市民は、令和 4年 1月 12日までに市に意見書を提出すること

ができる。また、当該農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地所有者、その他そ

の土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の案に対して異議があるときは、令和 4年 1月 27日までに本

市にこれを申し出ることができる。 

 令和 3年12月13日 

 奈良市長 仲 川 元 庸  

1 農業振興地域整備計画の案の縦覧期間 

令和 3年12月13日から令和4年1月12日まで 

2 農業振興地域整備計画の案の縦覧場所 

奈良市二条大路南一丁目 1番1号 

奈良市 観光経済部 農政課 

（令和3年12月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 667号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第1項の規定により告示する。 

 令和 3年12月14日 

  奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 3年12月14日 

3 移動対象区域 

 近鉄新大宮駅周辺、近鉄高の原駅周辺及びＪＲ奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 

       原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から 14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 
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（令和3年12月14日掲示済） 

 

奈良市告示第 668号 

 農業経営基盤強化促進法（昭和 55年法律第 65号）第 18条第 1項の規定に基づき農用地利用集積計画を定めたの

で、同法第 19条の規定に基づき公告する。 

 令和 3年12月14日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

（令和3年12月14日掲示済） 

 

公 営 企 業    

奈良市企業局告示第 53号 

 公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水道法（昭和 33年法律第79号）第 9条の規定に基づき次の

とおり告示する。 

 なお、その関係図書は、令和 3年 12月 1日から 2週間、奈良市企業局事業部下水道事業課において一般の縦覧に

供する。 

 令和 3年12月1日 

  奈良市公営企業管理者 池 田   修  

 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日 

 令和 3年12月15日 

下水を排除及び 

下水を処理すべき区域 
排水施設の位置 

排水施設の合流式 

又は分流式の別 
終末処理場の位置及び名称 

秋篠早月町237-2 他 ① 分流 

大和郡山市額田部南町 160 

奈良県浄化センター 

六条一丁目801-1 他 ② 分流 

南京終町七丁目540-4 ③ 分流 

法華寺町1213-9 他 ④ 分流 

二名二丁目2460-10 他 ⑤ 分流 

高畑町8-1 他 ⑥ 分流 

位置図省略 

（令和 3年12月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 54号 

 農業集落排水事業の供用及び汚水の処理を開始するので、奈良市農業集落排水処理施設条例（平成 12 年奈良市条

例第43号）第4条の規定に基づき次のとおり告示する。 

 なお、その関係図書は、令和 3年 12月 1日から 2週間、奈良市企業局事業部下水道事業課において一般の縦覧に

供する。 

 令和 3年12月1日 

  奈良市公営企業管理者 池 田   修  

 農業集落排水の供用及び汚水の処理を開始する年月日 

 令和 3年12月15日 

汚水を排除及び 

汚水を処理すべき区域 
排水施設の位置 

排水施設の合流式 

又は分流式の別 
終末処理場の位置及び名称 

和田町222 他 Ｎ① 分流 
奈良市此瀬町 34 

田原地区浄化センター 

位置図省略 

（令和 3年12月1日掲示済） 
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奈良市企業局告示第 55号 

令和 4年度奈良市企業局建設工事等入札参加資格審査申請要領を次のように定めます。 

令和 3年12月1日 

奈良市公営企業管理者 池 田   修   

令和4年度奈良市企業局建設工事等入札参加資格審査申請要領 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第 16号）第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により､令和 4・

5年度（令和 4年度）において、奈良市企業局が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等の入札（見積り）

に参加する者に必要な資格及び申請方法等を定めたので､入札（見積り）に参加しようとされる方は、以下の要領に

より入札参加資格審査申請書を提出してください。 

 市内業者（市内に建設業法（昭和 24年法律第 100号）等に基づく本店を有する者）及び準市内業者（市内に建設

業法等に基づく支店等を有する者）については、今回は基準年受付となり、令和 4・5年度の 2年間の有効期間とな

ります。なお、市外業者（市内に建設業法等に基づく本店及び支店等を有しない者）については、追加年受付となり、

令和 4年度のみの有効期間となります。対象は、新規に申請される方及び令和 3年 1月に申請されなかった方です。 

1 入札参加者の資格 

(1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。 

(2) 奈良市の市・県民税（法人においては法人市民税）及び奈良市の固定資産税に係る滞納がないこと。市外業者

においては所得税（法人においては法人税）及び奈良市の固定資産税に係る滞納がないこと。 

(3) 奈良市の国民健康保険料の滞納がないこと。 

(4) 奈良市の水道料金及び下水道使用料の未納がないこと。 

(5) 「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入有無欄にお

いて、「有」又は「除外」と表示されている者 

(6) 直近 2年分の財務諸表において、次の全てに該当する者でないこと。（市内に建設業法に基づく本店を有する

者） 

ア 貸借対照表の流動資産合計から流動負債合計を差し引いた額がマイナスである者 

イ 貸借対照表の純資産合計がマイナスである者 

ウ 損益計算書の営業利益がマイナスである者 

エ 損益計算書の経常利益がマイナスである者 

(7) 次のいずれにも該当しない者 

ア 役員等（法人にあっては役員、支配人及び支店又は営業所（常時建設工事等の契約に関する業務を行う事務

所をいう。以下同じ。）の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下

同じ）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号。以下「法」とい

う。）第2条第6号に規定する暴力団員という。以下同じ。）である者 

 イ 暴力団（法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与してい

る者 

 ウ 役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的で、

暴力団又は暴力団員を利用している者 

 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴

力団の維持及び運営に協力し、又は関与している者 

 オ ウ及びエに掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

者 

2 受付期間 令和4年1月4日（火）から令和 4年1月28日（金）まで 

3 申請方法 郵送での申請をしてください。郵送受付は令和 4年 1月 28日（金）までの消印有効とします。後日､

入札参加資格審査申請書受付票（受付時）及び入札参加資格審査結果通知書（令和 4年3月予定）を郵送しますの 

で、84円切手を貼り付けた返信用封筒に住所・業者名・担当者名を明記のうえ、2通同封してください。（2通それぞ

れに切手が必要です。） 

※ 同受付票及び通知書（原本）は申請業者へ郵送します。行政書士等による代理申請において、代理人の方にも

同受付票及び同通知書（写し）の郵送を必要とする場合は、郵送先住所、氏名等を明記した返信用封筒をさらに

2通同封してください。（切手が必要です。） 
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4 郵送先 〒630-8001 

奈良市法華寺町264番地1 

      奈良市企業局 経営部 企業総務課 総務係 

5 登録有効期間 

 (1) 市内業者・準市内業者 2年間（令和4・5年度） 

(2) 市外業者       1年間（令和4年度） 

6 有資格者の決定 

 資格審査の結果､その内容が適正であると認めたものを有資格者と決定します。 

7 その他留意事項 

(1) 申請書の添付書類が不足している場合及び記載内容が確認できない場合には入札参加資格を保留します。十分

精査のうえ、期日までに提出してください。 

(2) 提出書類の内容と事実が相違していることが後日判明したときは、事実確認を行ったうえ、入札参加資格を取

り消す場合があります。 

(3) 各証明書（写し）は、申請日以前 3か月以内のものを提出してください。 

(4) 関係書類提出後において､該当書類に変更が生じた場合は、その都度、経営部企業総務課に変更届を提出して

ください。 

(5) 提出書類は、紐とじ又はファイルとじにして提出してください。（項目ごとにインデックスを貼付・番号を記

載） 

(6) 提出いただいた入札参加資格審査申請書内容は、奈良市情報公開条例に基づく非開示部分を除き公開します。 

(7) 提出書類以外にも、必要に応じて審査に必要な書類を提出していただく場合があります。 

8 提出書類 

 次の各業者区分に応じ､必要な書類を提出してください。 

(1) 建設業者 

建設業法第 3 条第 1 項の規定する建設業者で､かつ、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（令和 2

年9月1日から令和3年8月 31日までの間に審査基準日を有するもの）を受けている者 

＜市内業者＞（市内に建設業法に基づく本店を有する者）（各証明書は、申請日以前 3 か月以内のものを提出してく

ださい。） 

① 建設工事入札参加資格審査申請書（市内本店用（奈良市企業局の様式）） 

② 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写し）（令和 2年9月1日から令和3年 8月31日までの間に

審査基準日を有するもの） 

   なお、令和3年度までは、送・配水管工事の格付けは経過措置として「土木一式工事」と「水道施設工事」

の高い方の値を採用していましたが、令和 4年度以降は「水道施設工事」の総合評定値に基づいて複数の発注

区分に分けることとします。 

③ 従業員名簿（第5号様式） 

④ 経営規模等評価申請書類のうち、技術職員名簿（写し） 

⑤ 経営規模等評価申請書類のうち、工事経歴書（2年分）（写し） 

⑥ 建設業許可申請書のうち、様式第七号［経営業務の管理責任者証明書］（写し） 

⑦ 建設業許可申請書のうち、別紙四、様式第八号、様式第八号（1）又は（2）［専任技術者一覧表・専任技術者

証明書］（写し） 

⑧ 建設業許可通知書（写し）、建設業許可証明書（写し）又は建設業者・宅建業者等企業情報検索システムの詳

細情報ページ 

⑨ 商業登記履歴事項全部証明書（写し）（法人のみ） 

⑩ 財務諸表（直近2年分）（写し） 

 ・個人 貸借対照表、損益計算書（経営状況分析の申請時に提出した、建設業法施行規則様式第 18～19号） 

 ・法人 貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書（経営状況分析の申請時に提出

した、建設業法施行規則様式第 15～17号） 

⑪ 納税証明書（写し） 

 ・個人 令和2・3年度分の市・県民税及び令和 2・3年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ） 
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・法人 令和 2・3年度分の法人市民税（ただし、入札参加資格審査申請時において令和 3年度分が確定してい

ない場合は､令和元・2年度分）及び令和2・3年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ） 

⑫ 国民健康保険料納付証明書（写し）（個人業者のみで令和 2・3年度分） 

⑬ 水道料金・下水道使用料納付証明書（写し）（奈良市企業局での証明で該当者のみ令和 2年 4月～令和 3年 8

月分） 

⑭ 障害者雇用状況報告書（写し）（法律により提出が義務付けられているとき） 

⑮ 労働保険料納付済証明書（雇用・労災）（写し）（労働局・労働保険事務組合等で証明されたもの。申告書・領

収書等は不可。） 

⑯ 調査票及び登録があるISO等の登録証等の写し 

⑰ 誓約書 

⑱ 入札参加資格審査申請書受付票（紐とじ又はファイルとじをしないで添付してください。インデックスも不要

です。） 

※ 官公需適格組合（事業協同組合の場合）については、上記のほか、官公需適格組合の証明を受けていることを

明らかにする書面、組合員名簿（組合員の商号又は名称、住所、電話番号及び組合における役職名が記載されて

いるもの）及び審査対象とする組合員の②に掲げる書面を提出してください。 

＜準市内業者＞（市内に建設業法に基づく支店等を有する者）（各証明書は、申請日以前 3 か月以内のものを提出し

てください。） 

① 入札参加資格審査申請書（第 2号様式（奈良市企業局の様式）） 

② 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写し）（令和 2年9月1日から令和3年 8月31日までの間に

審査基準日を有するもの） 

③ 経営規模等評価申請書類のうち、技術職員名簿（写し） 

④ 経営規模等評価申請書類のうち、工事経歴書（2年分）（写し） 

⑤ 営業所一覧表 

⑥ 建設業許可通知書（写し）、建設業許可証明書（写し）又は建設業者・宅建業者等企業情報検索システムの詳

細情報ページ 

⑦ 建設業許可申請書の別紙二（1）又は二（2）（写し）［営業所の許可業種や営業所情報がわかる部分］ 

⑧ 委任状（原本）（営業所等に権限を委任する場合に限る。） 

⑨ 商業登記履歴事項全部証明書（写し）（法人のみ） 

⑩ 納税証明書（写し） 

・個人 令和2・3年度分の市・県民税及び令和 2・3年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ） 

・法人 令和 2・3 年度分の法人市民税（ただし、入札参加資格審査申請時において令和 3 年度分が確定してい

ない場合は､令和元・2年度分）及び令和2・3年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ） 

⑪ 水道料金・下水道使用料納付証明書（写し）（奈良市企業局での証明で該当者のみ令和 2年 4月～令和 3年 8

月分） 

⑫ 障害者雇用状況報告書（写し）（法律により提出が義務付けられているとき） 

⑬ 労働保険料納付済証明書（雇用・労災）（写し）（労働局・労働保険事務組合等で証明されたもの。申告書・領

収書等は不可。） 

⑭ 調査票及び登録があるISO等の登録証等の写し 

⑮ 誓約書 

⑯ 入札参加資格審査申請書受付票（紐とじ又はファイルとじをしないで添付してください。インデックスも不要

です。） 

＜市外業者＞（市内に建設業法に基づく本店及び支店等を有しない者）（各証明書は、申請日以前 3 か月以内のもの

を提出してください。） 

① 入札参加資格審査申請書（第 2号様式（奈良市企業局の様式）） 

② 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写し）（令和 2年9月1日から令和3年 8月31日までの間に

審査基準日を有するもの） 

③ 経営規模等評価申請書類のうち、技術職員名簿（写し） 
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④ 経営規模等評価申請書類のうち、工事経歴書（2年分）（写し） 

⑤ 営業所一覧表 

⑥ 建設業許可通知書（写し）、建設業許可証明書（写し）又は建設業者・宅建業者等企業情報検索システムの詳

細情報ページ 

⑦ 建設業許可申請書の別紙二（1）又は二（2）（写し）［営業所の許可業種や営業所情報がわかる部分］ 

⑧ 委任状（原本）（支店等に権限を委任する場合に限る。） 

⑨ 商業登記履歴事項全部証明書（写し）（法人のみ） 

⑩ 所得税（法人においては法人税）及び固定資産税に係る納税証明書（写し） 

・ 個人 （その3）又は（その 3の2）様式及び令和2・3年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合の 

み） 

・ 法人 （その3）又は（その 3の3）様式及び令和2・3年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合の 

み） 

⑪ 障害者雇用状況報告書（写し）（法律により提出が義務付けられているとき） 

⑫ 労働保険料納付済証明書（雇用・労災）（写し）（労働局・労働保険事務組合等で証明されたもの。申告書・領

収書等は不可。） 

⑬ 調査票及び登録があるISO等の登録証等の写し 

⑭ 誓約書 

⑮ 入札参加資格審査申請書受付票（紐とじ又はファイルとじをしないで添付してください。インデックスも不要

です。） 

※ 税務署での納税証明申請手続については、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/)で確認してくださ

い。 

(2)  測量・建設コンサルタント等 

1 建設コンサルタント業者（建設コンサルタント登録規程による登録業者） 

2 測量業者（測量法（昭和24年法律第188号）による登録業者） 

3 建築設計業者（建築士法（昭和 25年法律第202号）による登録業者） 

4 地質調査業者（地質調査業者登録規程による登録業者） 

5 補償コンサルタント業者（補償コンサルタント登録規程による登録業者） 

6 その他（1～5以外で調査業務等について営業する者） 

＜市内業者・準市内業者・市外業者共通＞（各証明書は、申請日以前 3か月以内のものを提出してください。） 

① 入札参加資格審査申請書（第 3号様式の1・第3号様式の 2（奈良市企業局の様式）） 

② 業態調書（業態調書に記載のない業務については、余白に記入してください。） 

③ 技術職員名簿 

④ 営業に関し、法律上必要とする登録の証明書（写し） 

⑤ 業務実績調書（過去2年分）（任意様式） 

⑥ 現況報告書（建設コンサルタント業者、地質調査業者及び補償コンサルタント業者に限る。） 

⑦ 財務諸表（直近 1年分）（写し）※⑥の現況報告書に以下の内容が含まれている場合には提出の必要はありま

せん。 

・個人 青色申告の場合：所得税確定申告書の写し、青色申告決算書（貸借対照表、損益計算書）の写し 

    白色申告の場合：所得税確定申告書の写し、収支内訳書の写し 

   （所得税確定申告書の写しは、個人番号（マイナンバー）の記載がないもの） 

・法人 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の写し 

⑧ 営業所一覧表 

⑨ 委任状（原本）（支店等に権限を委任する場合に限る。） 

⑩ 商業登記履歴事項全部証明書（写し）（法人のみ） 

⑪ 納税証明書（写し） 

・市内業者及び準市内業者 

個人 令和 2・3 年度分の市・県民税及び令和 2・3 年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合の

み） 



令和 4年 1月 4日 

（火曜日） 奈 良 市 公 報 第 63号 

－ 46 － 

法人 令和 2・3年度分の法人市民税（ただし、入札参加資格審査申請時において令和 3年度分が確定して

いない場合は､令和元・2年度分）及び令和2・3年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合の

み） 

・市外業者 

所得税（法人においては法人税）及び固定資産税に係る納税証明書（写し） 

個人 （その3）又は（その 3の2）様式及び令和2・3年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合

のみ） 

法人 （その3）又は（その 3の3）様式及び令和2・3年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合

のみ） 

⑫ 国民健康保険料納付証明書（写し）（市内個人業者のみで令和 2・3年度分） 

⑬ 水道料金・下水道使用料納付証明書（写し）（奈良市企業局での証明で該当者のみ令和 2年 4月～令和 3年 8

月分） 

⑭ 障害者雇用状況報告書（写し）（法律により提出が義務付けられているとき） 

⑮ 労働保険料納付済証明書（雇用・労災）（写し）（労働局・労働保険事務組合等で証明されたもの。申告書・領

収書等は不可） 

⑯ 調査票及び登録があるISO等の登録証等の写し 

⑰ 誓約書 

⑱ 入札参加資格審査申請書受付票（紐とじ又はファイルとじをしないで添付してください。インデックスも不要

です。） 

※ 税務署での納税証明申請手続については、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/)で確認してくださ 

い。 

（令和 3年12月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 56号 

奈良市公共下水道事業受益者負担に関する条例（昭和 45年奈良市条例第 16号）第5条の規定により、負担金の賦

課対象区域を定めたので、次のとおり告示する。 

なお、関係図書は令和 3年12月 1日から2週間、奈良市企業局事業部下水道事業課に備え置いて縦覧に供する。 

令和 3年12月1日 

奈良市公営企業管理者 池 田   修  

賦課対象区域（第2負担区） 

大宮町七丁目の一部 

南京終町七丁目の一部 

賦課対象区域（第 4負担区） 

鹿野園町～横井町の一部 

（令和 3年12月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 57号 

 地方公営企業法（昭和 27年法律第 292号）第33条の2の規定により委託した収納事務の受託者が、次に掲げるコ

ンビニエンスストアとの提携を終了したので告示する。 

 令和 3年12月3日 

奈良市公営企業管理者 池 田   修  

委託した収納事務 
水道料金等のコンビニエンスストア収納及びスマートフォン等を利用した電

子決済にかかる事務 

受託者 
株式会社電算システム 

岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地 

受託者が提携を終了したコ

ンビニエンスストアの名称 
国分グローサーズチェーン株式会社 

東京都中央区日本橋1丁目1-1 

 

令和3年12月 1日 
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及びその年月日  
 

（令和 3年12月3日掲示済） 

 

選 挙 管 理 委 員 会 

奈良市選挙管理委員会告示第 69号 

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条第4号の規定により別紙の者を選挙人名簿から抹消したので、公職選

挙法第 28条の規定に基づき告示します。 

令和 3年12月1日 

 

 奈良市選挙管理委員会    

委員長 西久保 武 志  

1 抹消基準日 

令和 3年12月1日 

2 抹消者 

 省略 

（令和 3年12月1日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 70号 

令和 3年 12月 1日現在における地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 74条第 1項及び第 75条第 1項並びに市

町村の合併の特例に関する法律（平成 16年法律第59号）第4条第1項及び第5条第1項に規定する選挙権を有する

者の総数の 50分の 1の数並びに市町村の合併の特例に関する法律第 4条第 11項及び第 5条第 15項に規定する選挙

権を有する者の総数の 6分の1の数並びに地方自治法第 76条第1項、第80条第1項、第81条第1項及び第86条第

1項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 8条第 1項に規定する選挙権を

有する者の総数の 3分の1の数は、次のとおりです。 

令和 3年12月1日 

奈良市選挙管理委員会    

委員長 西久保 武 志  

50分の1の数 6,032人 

6分の1の数 50,260人 

3分の1の数 100,519人 

（令和 3年12月1日掲示済） 

 


